
総和庁舎　℡92-3111
古河庁舎　℡22-5111
三和庁舎　℡76-1511
健康の駅　各課直通電話番号
古河福祉の森会館　各課直通電話番号

各庁舎の住所は33ページをご覧ください
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各種相談のご案内

   

市役所各庁舎案内
総和庁舎　℡92-3111　〒306-0291古河市下大野2248
古河庁舎　℡22-5111　〒306-8601古河市長谷町38-18
三和庁舎　℡76-1511　〒306-0198古河市仁連2065
健康の駅　℡92-5771　※各課に直通電話があります。

　　　　　　〒306-0221古河市駒羽根1501
古河福祉の森会館　℡48-6882　

　　　　　　　　　　〒306-0044古河市新久田271-1
開庁時間：月～金曜日、8時30分～17時15分(祝日・年末年始を除く)
◆古河市へのご提案等は、右の送信フォームからも
　受け付けています

相談窓口が分からない場合は、 市民協働課へご連絡ください

人口 (4月1日現在)

住民基本台帳から
総人口  139,451人(－149)
男　　   70,739人(－64)
女　　    68,712人(－85)
世帯数
 65,810世帯(＋176)
 ( 　)内は前月比

区分 期日 時間 場所 予約 申込・問

市民の法律相談

6/13㈮
13時～16時40分
※相談時間は1人30分
まで。

1階会議室102 要予約
6/3㈫8時30分～
※同じ案件での再
相談はできません。
※各日7枠。 市民協働課

6/17㈫ 3階会議室A
6/19㈭ 中央公民館2階
6/27㈮ 1階会議室102

行政相談 6/11㈬ 10時～12時 3階会議室A 要予約
6/3㈫8時30分～

税務相談 6/10㈫ 13時30分～16時30分 1階会議室102 要予約5/14㈬～
9時～16時

関東信越税理士会古河支部
℡31-1540(坪野)

在住外国人
生活相談 月～金 8時30分～17時15分 ふるさと館 母国語での相談の

み要予約(火・水)
外国人アットホームin古河
( 企画課内)℡92-1404

女性相談・家庭児童相談 月～金 8時30分～17時15分 古河福祉の森会館 不要 子育て包括支援課℡48-6884

DV相談 月～金 9時～17時 非公開 要予約 古河市配偶者暴力相談支援
センター℡48-2280

心の健康相談 5/22㈭ 13時30分～15時 健康の駅 要予約 健康づくり課
℡48-6883

就学相談 月～金 8時30分～17時15分 指導課 要予約 指導課

障がい者相談 5/15㈭ 13時30分～15時30分 2階視聴覚室3 不要 障がい福祉課℡92-4919

認知症・高齢者に関する
個別相談 月～金 8時30分～17時15分 高齢者サポートセンター

古河・総和・三和 不要
古河℡23-6517
総和℡23-5661
三和℡77-3740

出張年金相談
5/21㈬

10時～14時30分 古河商工会議所
（鴻巣1189-4）

4/21㈪～ 下館年金事務所
℡0296-25-08296/18㈬ 5/19㈪～

消費生活相談 月～金 9時～12時
13時～16時

古河市消費生活センター
( 産業戦略課内) 不要 古河市消費生活センター

℡23-1718

人権相談 6/3㈫ 10時～12時
13時～15時

1階会議室101・102
3階会議室1・2
3階会議室A・B

要予約5/1㈭～ 人権推進課

人権生活相談 第2・4土曜日
9時30分～11時30分 隣保館

要予約 隣保館℡48-1989
広域隣保
人権生活相談

月・木(5/5を除く)9時30分～11
時30分、山田相談員 1階市民相談室

火・木・金(5/6を除く)10時～12
時、峯相談員 第2庁舎

ひきこもり相談 月～金
9時～16時45分 さんぽ相談室

(本町2-9-16-303)
要予約

さんぽ相談室
℡070-4492-1770

8時30分～17時15分 たんぽぽ館 古河市生活支援センター
℡92-7017

生活困窮者相談
(家計・就労支援) 月～金 8時30分～17時15分 たんぽぽ館 要予約 古河市生活支援センター

℡92-7017

心配ごと相談 水 13時30分～15時30分
古河福祉の森会館/三和
地域福祉センター(会場
輪番)

要予約 古河市社会福祉協議会
℡48-0808

寄附

　古河遊技場組合様から防
犯カメラ2基の寄附。
　古河ロータリークラブ様
から防犯カメラ1基の寄附。

自
動
車
税
は
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う

　
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1
日
現
在

の
所
有
者
等
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
納
税

通
知
書
が
届
い
た
ら
6
月
2
日
㈪
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う
。
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
の
ほ
か
、
地
方
税
お
支

払
サ
イ
ト
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等

に
よ
る
納
付
も
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
人
で

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
6
月

2
日
ま
で
の
申
請
で
減
免
に
な
り
ま
す
。

問　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

℡
０
２
９
６
‐
２
４
‐
９
１
９
０

専
門
家
に
よ
る
空
き
家
相
談
会

日
時　
6
月
7
日
㈯
13
時
30
分

場
所　
中
央
公
民
館

対
象　
空
き
家
の
所
有
者
な
ど

定
員　
12
組(

要
予
約)

内
容　
空
き
家
の
解
体
・
片
づ
け
な
ど

申
込
期
限　

５
月
22
日
㈭(

受
付
時

間
：
8
時
30
分
～
17
時)

申
込
・
問　

(

一
社)

全
国
空
き
家
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
協
議
会
古
河
支
部
℡
９
８
‐

３
４
６
５

住
ま
い
の
無
料
相
談
会

　
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
疑
問
に
建

築
士
が
答
え
ま
す
。

日
時　
6
月
25
日
㈬
10
時
～
16
時

場
所　
市
役
所
三
和
庁
舎

申
込
期
間　
5
月
1
日
㈭
～
30
日
㈮

申
込
・
問　
茨
城
県
土
木
部
都
市
局
住

宅
課

℡
０
２
９
‐
３
０
１
‐
４
７
５
５

コ
コ
ガ
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
の
開
催

　
駅
前
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
の
開
館
１
周

年
を
記
念
し
て
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま

す
。

日
時　
5
月
17
日
㈯
10
時
～
15
時

場
所　
Ｃ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
Ｇ
Ａ　
Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｉ
Ｃ

Ｅ(

本
町
４
‐
２
‐
27)

内
容　
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
の
無
料
内
覧

会
や
体
験
型
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
抽
選

会
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
出
店

問　
三
桜
工
業
㈱

℡
３
３
‐
１
１
１
１

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
・
父
の
た
め

の
パ
ソ
コ
ン
講
習
会

期
間　
初
級
：
6
月
29
日
～
7
月
27
日

の
日
曜
日(

全
7
回)

、
中
級
：
8
月
17

日
～
10
月
5
日
の
日
曜
日(

全
8
回)

時
間　
9
時
30
分
～
16
時

場
所　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

対
象　
全
日
程
参
加
可
能
な
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
・
父
・
寡
婦

費
用　

初
級
２
２
０
０
円
、
中
級

１
９
８
０
円(

講
習
初
日
に
納
入)

申
込
期
限　
初
級
５
月
30
日
㈮
、
中
級

7
月
4
日
㈮

申
込
・
問　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連

合
会(

〒
３
１
０
‐
０
０
６
５
水
戸
市

八
幡
町
11
‐
52)

℡
０
２
９
‐
２
２
１

‐
８
４
９
７

０
２
９
‐
２
２
１
‐

８
６
１
８

愛
直
便
婚
活
パ
ー
テ
ィ
ー

日
時　
6
月
26
日
㈭
20
時

場
所　
レ
ス
ト
ラ
ン
サ
ン
ロ
ー
ゼ(

中

央
町
３
‐
２
‐
５)

対
象　
20
歳
～
40
歳
程
度
で
独
身
の
人

定
員　
男
性
14
人
・
女
性
８
人
程
度

費
用　
男
性
３
千
円
、
女
性
千
円

申
込
期
限　
6
月
16
日
㈪

申
込
・
問　

古
河
婚
活
支
援
会(

担

当
：
大
西)
℡
０
８
０
‐
２
０
４
１
‐

１
５
１
５

kogakon@
docom

o.
ne.jp

献
血
に
ご
協
力
を

日
時
・
場
所

〇
5
月
22
日
㈭
10
時
～
12
時
、
13
時
15

分
～
16
時
：
野
本
電
設
工
業
コ
ス
モ
ス

プ
ラ
ザ

〇
5
月
28
日
㈬
13
時
～
16
時
：
市
役
所

総
和
庁
舎

問　

健
康
づ
く
り
課

℡
４
８
‐
６
８
８
２

5月の納税など
納期限および口座振替日は

6月2日㈪

軽自動車税　　　　　　　　　　   　　　　 　 全期
保育料　　　　　　　　　　　　  　　　　 　5月分
児童クラブ負担金　　　　　　　　　　　4・5月分


